
平成25年10月１日
政策局

８月２日開催（前回）の大都市行財政制度特別委員会に
おける要求資料について

～ 諸外国の自治制度について ～



横浜市 ニューヨーク市 トロント市 パリ市 ハンブルク市

人口（A) 約370万人（2013.8） 約818万人（2010） 約262万人（2011） 約218万人（2006） 約179万人（2010）

面積（B) 約435㎢（2013.8） 約785㎢（2010） 約630㎢（2011） 約105㎢（2006） 約755㎢（2010）

行政区の数 18区 5区 20区 ７区

市：議員数 86人 51人 44人 163人 121人

区：議員数 354人 361人

市長・
市議会

（選出方法、
任期、
投票率）

区長・
区議会

（選出方法、
任期、
投票率）

区民の代表
が区政を

民主的に
チェックする
仕組み

各都市の地方自治制度比較表

市長

市議会

公選（任期４年）

公選（任期４年）

※投票率 29.05% （2013）

※投票率 46.7% （2011統一地方選）

市長

市議会

公選（任期４年）

公選（任期４年）

※投票率 50.6% （2010）

※投票率 50.6% （2010）

市長

市議会

公選（任期４年）

公選（任期４年）

※投票率 28.2% （2009）

※投票率 30.5% （2009）

市長

市議会

議会互選（任期６年）

区議会選挙の上位当選者が兼務

※投票率 56.9% （2008）

市長

市議会 公選（任期４年）

※投票率 57.3% （2011）

区長 非公選

１区あたりの住民 約164万人（平均）

区長

区委員会

公選（任期４年）

※投票率 23.9～33.5% （2009）

議会互選（任期６年）

１区あたりの住民 約21万人（平均）

区づくり推進横浜市会議員会議

１会議あたりの住民
約10～34万人

当該区選出議員

１コミュニティ委員会あたりの住民
約14万人（平均）

住民

コミュニティ委員会（59地区）

当該コミュニティ区を
選挙区に持つ議員

＋

各地区選出議員

コミュニティカウンシル（４地区）

１コミュニティカウンシルあたりの住民
約66万人（平均）

区長

区議会

議会互選（任期６年）

１区あたりの住民 約11万人（平均）

公選（任期６年）

※投票率 55.1% （2011）

区長

区議会

区議会が推薦、市参事会が任命

公選（任期４年）

（任期６年）

（任期６年）

１区あたりの住民 約26万人（平均）

区議会議員

地域委員会（19委員会）

１委員会あたりの住民
約９万人（平均）

住民住民

近隣住区評議会（121評議会）

区議会議員

＋
非営利社団

１評議会あたりの住民
約２万人（平均）
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＜ニューヨーク市データ＞

人口：約818万人（2010）

面積：約785㎢（2010）

ニューヨーク市

行政区（５区）

市長 市議会

区長
コミュニティ委員会（59地区）

区委員会（区ごとに設置）

市議会議員（51人）：【任期】４年（公選）【任期】４年（公選）

【任期】４年（公選）

○区選出市議会議員

○各コミュニティ委員会委員長

○区長（議長）

○（区選出市議会議員）－議決権なし

○当該コミュニティに居住し、もしくは就業し、あるいは重大な
利害関係を有する者で、区長から任命された者

【任期】２年

【構成員】

【構成員】

【定員】５０名以下（１地区あたり）

【主な役割】

【主な役割】

【主な役割】

【主な役割】

【主な役割】

○政策立案

○区委員会の運営（議長）

○コミュニティ委員会のメンバーの任命

○予算編成にかかる市長との協議

○公聴会の開催

○コミュニティ委員会と行政機関の連携補助

○２つ以上のコミュニティ地区間の紛争・対立の解決・調整

○公聴会の開催

○行財政運営

○予算の編成

○条例の制定

○予算の審議、採択

○市機関の調査・監督

○コミュニティ委員会メンバー候補者の指名（任命は区長）

○区委員会、コミュニティ委員会への出席

○住民ニーズの集約・市への伝達

○住民の苦情・要請への対応

○土地利用計画に対する意見提出

○市の予算編成に対する公聴会の実施及び市長等への提言

○市役所のサービスに対する意見提出

ニューヨーク市の地方自治制度
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＜コミュニティ委員会の主な権能＞
●市行政サービスについて
公聴会の開催、区内で提供されている行政サービス評価、
市から住民への情報伝達仲介
●市予算編成について
公聴会の開催、翌年度予算の優先事項の作成及び市長への提出、
市の予算編成について関係部局と協議
●土地利用について
土地利用計画に対する公聴会の実施・意見提出

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市

市長

市議会（５１名）

（公選）

（公選）

区長

コミュニティ委員会
（59地区）区（５区）

区委員会

人口（人） 地区数（地区） １地区あたり人口（人）

ニューヨーク市 8,175,133 59 138,561

ブロンクス区 1,385,108 12 115,425

ブルックリン区 2,504,700 18 139,150

マンハッタン区 1,585,873 12 132,156

クイーンズ区 2,230,722 14 159,337

スタテン・アイランド区 468,730 3 156,243

＜参考＞公益財
団法人日本都市
センター「欧米諸
国にみる大都市
制度」Ｐ24をベー
スに作成

※人口は2010年センサスに基づく

コミュニティ委員会の概要

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
委
員
会
で
審
議

市長等へ
提案・報告

※拘束力なし

委員（50名以内）

区選出市議会議員

●コミュニティ委員会構成員

＜事務局＞地区マネージャー（有給）（※）

●任期－２年（１年ごとに半数を改選）

●報酬－なし。交通費は支給。

●会議－原則として、定例会を月１回開催。
その他、小委員会を設置し、各テーマに
沿った審議を行っている。

＜コミュニティ委員会の概要＞

●設立－1975年

－議決権あり

－議決権なし

（※）地区マネージャー・・・コミュニティ地区ごとに採用され

る有給の職員（１名）。各コミュニティ委員会で任命。コミュ

ニティ委員会及びコミュニティ地区の事務局長として、地域

ニーズの把握や住民の苦情など受け付け、状況の改善に

向けた交渉を市の各部局と行う。

●予算－１コミュニティ地区あたり、年間20万ドル
程度が市から支給されている。 ＜コミュニティ委員会の開催状況 －例：マンハッタン第二地区コミュニティ委員会＞

●定例会
毎月１回（８月除く）
●開催時間
平日の夕方（18：00頃開始）に開催。
●住民参加
・会議日程や審議事項は事前にウェブサイトに掲載。
・当日所定の時間までに登録すれば、誰でも持ち時間内（一人２～３分程度）で意見を述
べることができる。
●その他
１回の定例会で平均60件程度の決議がされる。

＜参考＞公益財団法人日本都市センター「欧米諸国にみる大都市制度」Ｐ27～30をベースに作成

（会議日程・開催場所を公表している）

＜参考＞マンハッタン第四地区コミュニティ委員会のホームページ

（公選）

３



ト
ロ
ン
ト
市

市長

市議会（４４名）

（公選）

（公選）

執行委員会

常任委員会
（７委員会）

コミュニティカウンシル
（４委員会）

＜コミュニティカウンシルに最終決定権限が委任されている主な事項＞
●市条例の適用除外関係
フェンス、自然庭園（芝生の管理等）、騒音
●規制条例関係

路上駐車・停車等、路上駐車許可、交通規制、道路変更、道路一時封鎖、サイド・ウオーク提案、
信号、交通量緩和
●許可申請関係

路上カフェ、マーケティング、大道芸や路上エンタテインメント・芸術、自宅前駐車、路上自販機に
関しての許可申請

－市長＋常任委員会の委員長で構成

－各議員、いずれかの委員会に所属

－各自選出された選挙区が含まれる地区の委員会に所属

トロントアンドイーストヨーク

（12名）
スカボロウ
（10名）

エトビコクヨーク
（11名）

ノースヨーク
（11名）

＜コミュニティカウンシルの開催状況 －例：トロントアンドイーストヨーク＞
●定例会

年10回程度
●開催時間

平日の日中（9：30頃開始）に開催。
●住民参加
・審議事項は事前にウェブサイトに掲載。コメントを書き込んで委員会に送信することができる。
・例えば、フェンスに関する審議がある場合には、隣接する居住者に対して手紙を出し、参加を呼びかける
⇒出席した場合、委員会内で意見陳述する機会（５分間）が与えられ、議員との質疑応答が行われる。
・住民は、自分の利害に直接関わる事項が審議される場合、休暇を取ってでも参加するのが珍しくない。
・子供や交通に関わる審議が行われる場合は、若い世代（子育て世代）の参加も多く、必ずしも出席者が高齢者ばかりということではない。

選出された地区を担当

＜コミュニティカウンシルに最終決定権限が委任されていない事項＞
●他のコミュニティカウンシルに影響を与える事項
●市全体に関わると考えられる事項

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ウ
ン
シ
ル
の
権
能

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ウ
ン
シ
ル
で
審
議

決定

市議会
で審議

＜トロント市データ＞

人口：約262万人（2011）

面積：約630㎢（2011）

トロントの地方自治制度

＜参考＞公益財団法人日本都市センター「欧米諸国にみる大都市制度」Ｐ43～44をベースに作成

各種議案については、各委員会で
審議された後、市議会で審議される。
（コニュニティカウンシルのみ例外あり）
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